
▲ゴールを目指して走り出す
　参加者

▲選手に声援を送りながらいわき
　いちごを配るボランティア

ト
ピ
ッ
ク
ス
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第8回 いわき　　　　　　マラソンいわき　　　　　　マラソン
2017年2月12日日開催

市制施行50周年記念事業　～いわき　ステキ　半世紀～

▶種目／参加資格／参加料／定員

○ボランティア
▶対象　15歳（高校生）以上の方
▶募集定員　2,000人（先着順）
▶内容　コース係、給水係、会場係など
○サポートメンバー
▶対象　大会当日にランナーを応援して
　いただける個人または団体（高校生以
　下の方は一部保護者の同意が必要）
▶内容　沿道での楽器演奏やランナーへ
　のマッサージなど、さまざまな応援
○案内（共通）
▶申込方法　申込用紙に必要事項を記入し、〒970-8686　いわき
　サンシャインマラソン実行委員会事務局へ（　　可）
▶申込期限　10月31日㈪消印有効
※申込用紙は、実行委員会事務局、各支所・市民サービスセン
　ターなどに８月上旬から備え付けるほか、公式ホームページか
　らも入手できます。
※12月ごろに、それぞれ説明会を開催します。

種目
マラソン
（42.195㎞）

10㎞

５㎞

２㎞
２㎞親子

参加資格 参加料 定員（先着順）
2016日本陸連登録者（高校生を除く）
一般男女（高校生を除く）
一般男女（高校生を除く）
高校生男子
一般女子（高校生を除く）
高校生女子
中学生男女
小学生男女（３年生以上）
親子（子は小学１・２年生）

3,500円
1,500円
3,500円
1,500円
1,000円
1,000円
3,000円

7,500円　 7,000人

1,400人

700人

500人
200組

▶申込方法　いわきサンシャインマラソン公式ホームページ（http://www.iwaki-marathon.jp/）、また
　は携帯サイト（http://www.iwaki-marathon.jp/i/）から申し込むか、専用振替払込用紙を郵便局窓口へ
※大会リーフレットや専用振替払込用紙は、実行委員会事務局、本庁舎１階市民ロビー、各支所・市民サー
　ビスセンターなどに９月上旬から備え付けます。
▶申込期間　９月１日㈭～10月14日㈮（専用振替払込用紙での申し込みは９月30日㈮まで）

スマート
フォン

ＬＩＮＥ
アプリ携帯電話

参加者を募集

ボランティアとサポートメンバーを募集

○お問い合わせ　
　いわきサンシャインマラソン実
　行委員会事務局（市スポーツ振
　興課内）
　☎22－7607　　22－1285　　
　　info@iwaki-marathon.jp

○
お
問
い
合
わ
せ

　
地
域
包
括
ケ
ア
推
進
課

　
事
業
推
進
係

　
☎
22
・
７
４
６
５
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市
で
は
、
高
齢
者
が
元
気
で

生
き
が
い
を
持
ち
、
安
心
し
て

暮
ら
せ
る
よ
う
、
地
域
包
括
ケ

ア
シ
ス
テ
ム
の
構
築
を
目
指
し
、

取
り
組
み
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
取
り
組
み
の
一
つ
と
し
て
、

高
齢
者
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動

な
ど
、
地
域
福
祉
活
動
を
支
援

し
、
社
会
参
加
や
介
護
予
防
を

推
進
す
る
た
め
、
七
月
十
一
日

か
ら
「
市
い
き
い
き
シ
ニ
ア
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
ポ
イ
ン
ト
事
業
」

を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　
同
事
業
の
対
象
は
、
市
内
に

住
所
を
有
す
る
六
十
五
歳
以
上

の
方
で
す
。
ま
ず
は
登
録
を
行

い
、
ポ
イ
ン
ト
カ
ー
ド
を
取
得

し
ま
す
。

　
登
録
完
了
後
、
市
が
指
定
す

る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
行
い
、

ポ
イ
ン
ト
を
集
め
ま
す
。

▼
登
録
方
法
　
同
課
ま
た
は
各

　
地
区
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
に

　
備
え
付
け
の
登
録
用
紙
に
必

　
要
事
項
を
記
入
し
、
身
分
証

　
明
書
を
持
参
の
上
、
窓
口
で

▼
対
象
と
な
る
活
動
　

・
市
シ
ル
バ
ー
リ
ハ
ビ
リ
体
操

　
指
導
士
と
し
て
の
指
導
活
動

・
市
高
齢
者
見
守
り
隊
と
し
て
、

　
声
掛
け
や
訪
問
な
ど
の
見
守

　
り
活
動

・
市
住
民
支
え
合
い
活
動
づ
く

　
り
モ
デ
ル
事
業
の
サ
ポ
ー

　
タ
ー
と
し
て
、
地
域
住
民
の

　
生
活
を
支
援
す
る
活
動

・
認
知
症
カ
フ
ェ
「
オ
レ
ン
ジ

　
カ
フ
ェ
以
和
貴
」
で
の
ボ
ラ

　
ン
テ
ィ
ア
活
動

・
市
が
指
定
し
た
福
祉
施
設
で

　
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動

　
集
め
た
ポ
イ
ン
ト
は
十
ポ
イ

ン
ト
か
ら
、
ポ
イ
ン
ト
数
に
応

じ
て
、
本
市
の
特
産
品
や
市
施

設
利
用
券
な
ど
の
商
品
と
交
換

で
き
ま
す
。

　
商
品
を
選
ん
で
申
し
込
み
を

す
る
と
、
一
カ
月
程
度
で
、
商

品
が
郵
送
で
届
き
ま
す
。

▼
申
込
方
法
　
同
課
ま
た
は
各

　
地
区
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
に

　
備
え
付
け
の
申
請
書
に
必
要

　
事
項
を
記
入
し
、
ポ
イ
ン
ト

　
カ
ー
ド
を
添
え
て
、
〒
９
７

　
０
―
８
６
８
６
　
地
域
包
括

　
ケ
ア
推
進
課
へ
（
直
接
持
参

　
も
可
）

▼
申
込
期
限
　
来
年
４
月
15
日

　
㈯
消
印
有
効
　

※
詳
し
く
は
、
同
課
へ
。

ト
ピ
ッ
ク
ス

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
ポ
イ
ン
ト
G
E
T

高
齢
者
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

活
動
を
支
援 〜

高
齢
者
を
対
象
に
「
市
い
き
い
き
シ
ニ
ア
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ポ
イ
ン
ト
事
業
」
を
実
施
〜

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
で

ポ
イ
ン
ト
を
集
め
る

集
め
た
ポ
イ
ン
ト
を

好
き
な
商
品
と
交
換

体操を指導するボランティア活動

ゲ
　
　
　ッ
　
　
　ト

〈図１〉事業の流れとポイントの集め方

①登録

②ボランティア活動

③ポイントを集める

④好きな商品と交換

○１時間程度の活動で１ポイント
　対象となるボランティア活動１時間程度で、
１ポイントを集めることができます。

○ポイント数の上限に注意
　１日当たり２ポイント、付与期間中50ポイ
ントが上限です。
▶ポイント付与期間　～来年３月31日㈮
※新規登録者の紹介で、紹介者と新規登録者
　が２ポイントずつ集めることができます
　（付与期間中６ポイントが上限）。

米



災害時における協力に関する協定を締結
危機管理課危機管理係　☎22-7551

（公社）福島県隊友会い
わき方部会との協定締結

　６月30日、自衛隊退職者や予備自衛官補な
どで構成される、公益社団法人福島県隊友会
いわき方部会と「災害時における隊友会の協
力に関する協定書」を取り交わしました。
　同協定により、災害時における被害状況の

情報収集や、避難所
の開設・運営などの
援助、平常時におけ
る防災訓練への参
加・助言指導などの
支援が行われること
で、さらなる地域防
災力の向上が期待さ
れます。

高齢者等の見守りに関する協定を締結
保健福祉課地域福祉推進係　☎22-7450

　６月６日、高齢者等が地域から孤立するこ
となどを防ぐため、東日本リースキン協同組
合と「いわき市の高齢者等の見守りに関する
協定」を締結しました。
　同協定に基づき、同組合の加盟協力店が、

業務の範囲で、急
病や虐待などの兆
候、認知症による
徘徊などを発見し
た場合、速やかに
市との情報共有を
図ることで、地域
福祉の向上を目指
していきます。

東日本リースキン協同組合
との協定締結

ト
ピ
ッ
ク
ス
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市
は
、
市
除
染
実
施
計
画
に

基
づ
き
、
子
ど
も
の
生
活
環
境
、

住
宅
、
商
業
・
医
療
施
設
な
ど

の
事
業
所
を
対
象
に
、
来
年
三

月
の
完
了
を
目
指
し
て
、
除
染

作
業
を
進
め
て
い
ま
す
。

　
原
発
事
故
以
降
、
優
先
的
に

取
り
組
ん
だ
子
ど
も
の
生
活
環

境
（
保
育
・
教
育
施
設
、
公
園

な
ど
）
は
、
す
で
に
除
染
が
完

了
し
て
お
り
、
現
在
、
住
宅
と

事
業
所
の
除
染
作
業
に
着
手
し

て
い
ま
す
。

○
住
宅
除
染

　
住
宅
除
染
に
つ
い
て
は
、
市

内
全
て
の
除
染
実
施
区
域
で
、

事
前
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
調
査
に
着

手
し
て
い
ま
す
。

　
調
査
の
結
果
、
除
染
の
対
象

と
な
っ
た
住
宅
の
作
業
進
ち
ょ

く
率
は
、
約
九
十
八
パ
ー
セ
ン

ト
（
六
月
末
現
在
）
と
な
っ
て

い
ま
す
。

　
な
お
、
住
宅
除
染
の
受
け
付

け
は
、
本
年
十
二
月
で
終
了
し

ま
す
。
対
象
と
な
る
住
宅
の
居

住
者
な
ど
で
、
ま
だ
除
染
の
手

続
き
を
行
っ
て
い
な
い
方
は
、

放
射
線
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
へ
電

話
（
☎
38
・
７
１
８
３
）
で
申

し
込
み
し
て
く
だ
さ
い
。

○
事
業
所
除
染

　
除
染
実
施
区
域
内
に
お
け
る

商
業
・
医
療
施
設
な
ど
の
事
業

所
除
染
は
、
本
年
三
月
か
ら
着

手
し
て
お
り
、
平
地
区
を
除
く

除
染
実
施
区
域
内
の
事
業
所
に

は
、
七
月
ま
で
に
、
モ
ニ
タ
リ

ン
グ
調
査
の
申
請
の
お
知
ら
せ

を
送
付
し
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
平
地
区
の
事
業
所
に

つ
い
て
は
、
八
月
中
に
、
モ
ニ

タ
リ
ン
グ
調
査
の
申
請
の
お
知

ら
せ
を
送
付
す
る
予
定
で
す
の

で
、
調
査
を
希
望
す
る
事
業
所

は
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
事
業
所
除
染
の
申
請

受
け
付
け
は
、
本
年
十
二
月
で

終
了
し
ま
す
。
申
請
の
お
知
ら

せ
が
届
か
な
い
事
業
所
に
つ
い

て
は
、
同
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
へ

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
住
宅
兼
事
務
所
や
住
宅
同
一

　
敷
地
内
事
業
所
の
一
部
、
原

　
発
事
故
以
降
に
敷
地
を
造
成

　
し
て
新
設
し
た
事
業
所
、
複

　
層
階
の
テ
ナ
ン
ト
等
に
お
け

　
る
二
階
以
上
の
事
業
所
な
ど

　
は
、
除
染
の
対
象
と
な
り
ま

　
せ
ん
。

子
ど
も
の
生
活
環
境
は

除
染
完
了

除
染
の
受
け
付
け
は

十
二
月
で
終
了

進めています　いわきの除染
～来年３月の完了を目指して住宅と事業所の除染作業を実施～

○お問い合わせ
・住宅除染　
　除染対策課除染第一係　☎22－1153
・事業所除染　
　除染対策課計画係　☎22－1206

○
お
問
い
合
わ
せ

　
国
保
年
金
課
国
保
税
係

　
☎
22
・
７
４
２
９
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国
民
健
康
保
険
（
国
保
）
は
、

病
気
や
け
が
を
し
た
際
に
、
安

心
し
て
医
療
機
関
を
受
診
す
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
加
入
者

の
皆
さ
ん
の
国
保
税
と
国
な
ど

の
公
費
で
成
り
立
っ
て
い
る
医

療
保
険
制
度
で
す
。

　
国
保
税
は
「
基
礎
課
税
額
」

「
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税

額
」
「
介
護
納
付
金
課
税
額
」

で
構
成
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
税

額
は
「
所
得
割
額
」
「
均
等
割

額
」
「
平
等
割
額
」
の
合
計
額

と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
本
年
度
の
税
率
は
、
昨
年
度

の
決
算
状
況
や
医
療
費
の
動
向

な
ど
を
踏
ま
え
、
昨
年
度
か
ら

据
え
置
き
と
な
り
ま
す
。

　
地
方
税
法
施
行
令
の
改
正
に

伴
い
、
国
保
税
の
賦
課
限
度
額

お
よ
び
軽
減
基
準
の
改
正
を
行

い
ま
し
た
。

○
賦
課
限
度
額
　

　
国
保
税
の
負
担
の
上
限
と
な

る
賦
課
限
度
額
は
、
基
礎
課
税

額
を
五
十
二
万
円
か
ら
五
十
四

万
円
に
、
後
期
高
齢
者
支
援
金

等
課
税
額
を
十
七
万
円
か
ら
十

九
万
円
に
引
き
上
げ
ま
し
た

〈
表
１
〉
。

○
軽
減
基
準

　
軽
減
基
準
と
は
、
世
帯
主
と

加
入
者
の
前
年
の
総
所
得
金
額

な
ど
の
合
計
額
が
、
一
定
基
準

以
下
の
場
合
、
均
等
割
額
と
平

等
割
額
を
、
七
割
・
五
割
・
二

割
に
軽
減
す
る
も
の
で
す
。

　
法
改
正
に
伴
う
軽
減
基
準
の

見
直
し
に
よ
り
、
五
割
・
二
割

軽
減
の
対
象
世
帯
が
拡
大
し
ま

し
た
〈
表
２
〉
。

　
一
人
一
人
が
生
活
習
慣
や
医

療
の
受
け
方
を
見
直
す
だ
け
で
、

医
療
費
を
削
減
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

　
日
ご
ろ
か
ら
、
健
康
管
理
や

医
療
機
関
の
適
正
受
診
に
努
め
、

医
療
費
の
節
約
を
心
掛
け
ま

し
ょ
う
。

ト
ピ
ッ
ク
ス

国
民
健
康
保
険
税
が
変
わ
り
ま
す

国
保
税
率
は
据
え
置
き

賦
課
限
度
額
な
ど
を
改
正

医
療
費
の
節
約
を

〈表２〉国保税の軽減基準

特定健診を受診して健康管理

〈表１〉国保税の賦課限度額

改正前 改正後
○５割軽減

改正前 改正後
○２割軽減

基礎課税額 52万円

17万円

16万円
85万円

54万円

19万円

16万円
89万円

介護納付金課税額

○生活習慣病を予防する
　栄養バランスの良い食事や、適
度な運動を心掛けましょう。
○特定健診を受診する
　年に１回は受診し、病気の早期
発見、早期治療に努めましょう。
○かかりつけ医を持つ
　重複受診は医療費の負担が大き
くなるので、控えましょう。

合　計

区　分 改正前 改正後

後期高齢者支援金
等課税額

医療費を節約するポイント

※特定同一世帯所属者は、75歳を迎え後期高齢者医療制度に移行した方です。

基礎控除額（33万円）
＋26万円×（被保険者
数＋特定同一世帯所
属者（※）数）以下

基礎控除額（33万円）
＋47万円×（被保険者
数＋特定同一世帯所
属者数）以下

基礎控除額（33万円）
＋48万円×（被保険者
数＋特定同一世帯所
属者数）以下

基礎控除額（33万円）
＋26.5万円×（被保険
者数+特定同一世帯所
属者数）以下


